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平成１８年度公共用水域及び地下水の水質測定結果について 
 

平 成 １ ９ 年 ８ 月 ３ ０ 日 

                                  千葉県環境生活部水質保全課     

  ０４３（２２３）３８２０ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 公共用水域 

１ 測定内容 
（１）測定対象地点等 

    ６９河川、４湖沼及び４海域について合計１７８地点で、それぞれ年間４～２４

日水質測定を実施 

 

測定対象地点等 

区 分 環境基準類型指定 未指定 計 

 河 川 57河川70水域 109地点 (73) 12河川12水域 13地点 69河川82水域 122地点

 湖 沼 4湖沼 4水域  15地点  (4) －  4湖沼 4水域  15地点

 海 域 2海域11水域  32地点 (21) 2海域 2水域  9地点  4海域13水域  41地点

   計 85水域 156地点 (98) 14水域 22地点       99水域 178地点

     ＊（  ）内は環境基準点数 
 

（２）測定項目 

    健康項目２６項目、生活環境項目等５６項目（参考 表１のとおり） 
 

（３）測定機関 

    千葉県、国土交通省、東京都及び水質汚濁防止法に基づく政令市（千葉市、市川

市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市） 

   

（４）測定期間 

    平成１８年４月から平成１９年３月まで 

  

水質汚濁防止法により県が策定した水質測定計画に基づき平成１８年度に実施した

公共用水域及び地下水の水質調査結果がまとまりました。 

公共用水域の水質を有機汚濁の指標であるＢＯＤ（湖沼・海域はＣＯＤ）で見ると、

９３．８％の測定地点で改善ないしは横ばいの傾向にあります。 

環境基準の達成状況では、類型指定された８５水域のうち５７水域で環境基準を達成

し、達成率６７．１％で前年度より４．７ポイント上がりました。 

地下水については概況調査測定井戸２７２本のうち４３本の井戸で環境基準を超過

し、特に「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、３１本が環境基準を超過してい

ました。 
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２ 測定結果 
（１）主要河川、湖沼、海域の水質汚濁状況（参考 表２のとおり） 
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（２）水質の変動状況 

水質汚濁の指標としてＢＯＤ（ＣＯＤ）から見た水質の変動状況は、１７８地点

中１６７地点（９３．８％）で改善ないしは横ばいの傾向にあり、河川及び海域で

改善が進んでいる。 

 

前５か年平均値（平成１３～１７年度）に対する水質の変動状況（ＢＯＤ･ＣＯＤ） 

改  善 横 ば い 悪  化 
区分  地点数 

地点数 ％ 地点数 ％ 地点数 ％ 

河 川（ＢＯＤ）    122    80  65.6  34  27.9    8 6.6

湖 沼（ＣＯＤ）     15    3  20.0  12  80.0    0 0.0

海 域（ＣＯＤ）     41    21  51.2  17  41.5    3 7.3

計    178   104  58.4   63  35.4   11 6.2

＊前５か年平均値と比較し１０％以上低下した場合を「改善」、１０％以上上昇した場合を 

「悪化」、その他を「横ばい」とした。 

    ＊四捨五入の端数の関係上、一部合計が合わないところがある。 

 

（３）環境基準の達成状況 

   ア 健康項目 

健康項目２６項目のうち、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、忍川

及び高田川（いずれも銚子市）において環境基準を超過した。 

 
健康項目の環境基準超過状況                    （mg/ℓ） 

物質名 河川名 地点名（市町村名） 年平均値 環境基準値

忍 川 富川地先  （銚子市） 21 硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 高田川 白石取水場 （銚子市） 17 

10 

 

イ 生活環境項目 

   （ア）ＢＯＤ（河川）又はＣＯＤ（湖沼及び海域） 

有機汚濁の代表的な水質指標であるＢＯＤ・ＣＯＤは、８５水域（河川７０

水域、湖沼４水域、海域１１水域）で環境基準の類型指定がされており、 

平成１８年度は５７水域で環境基準を達成した。 

達成率は６７．１％で１７年度の６２．４％から４．７ポイント改善された。 

 

（イ）全窒素・全りん 

富栄養化の指標である全窒素・全りんについては印旛沼・手賀沼及び東京湾

５水域について環境基準の類型指定がされている。 

      湖沼については、両沼とも未達成である（平成１７年度も未達成）。 

      海域については、全窒素は、５水域のうち３水域で達成しており（平成１７

年度も３水域で達成）、全りんは、５水域のうち３水域で達成している。 

（平成１７年度も３水域で達成） 
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        環境基準（ＢＯＤ・ＣＯＤ）類型別達成状況 

区分 類型 基準値 指定水域数 達成水域数 達成率 

Ａ ２㎎/ℓ 24 (24) 17 (15) 70.8% (62.5%)

Ｂ ３㎎/ℓ 21 (21) 12 (13) 57.1% (61.9%)

Ｃ ５㎎/ℓ 15 (15) 12 (12) 80.0% (80.0%)

Ｄ ８㎎/ℓ 2 (2) 2 (2) 100% (100%)

Ｅ １０㎎/ℓ 8 (8) 7 (6) 87.5% (75.0%)

河川 

(BOD) 

河川計 － 70 (70) 50 (48) 71.4% (68.6%)

Ａ ３㎎/ℓ 3 (3) 0 (0) 0.0% (0.0%)

Ｂ ５㎎/ℓ 1 (1) 0 (0) 0.0% (0.0%)
湖沼 

(COD) 
湖沼計 － 4 (4) 0 (0) 0.0% (0.0%)

Ａ ２㎎/ℓ 2 (2) 0 (0) 0.0% (0.0%)

Ｂ ３㎎/ℓ 4 (4) 2 (0) 50.0% (0.0%)

Ｃ ８㎎/ℓ 5 (5) 5 (5) 100% (100%)

海域 

(COD) 

海域計 － 11 (11) 7 (5) 63.6% (45.5%)

合    計 － 85 (85) 57 (53) 67.1% (62.4%)

           ＊（  ）内は平成１７年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
（４）印旛沼、手賀沼の概況 

平成１８年度は、印旛沼、手賀沼ともＣＯＤの環境基準は達成していないが、平均 

値でみると、印旛沼８．６mg/ℓ、手賀沼７．９mg/ℓと前５か年平均値の印旛沼８．９ 

mg/ℓ、手賀沼８．９mg/ℓより改善した。 

   また、全窒素・全りんは、印旛沼、手賀沼とも環境基準を達成していない。 

   なお、第５期湖沼水質保全計画の目標値は、両湖沼とも未達成である。 

（参考 表３，表４のとおり） 

環境基準（ＢＯＤ・ＣＯＤ）達成率の経年変化
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印旛沼・手賀沼ＣＯＤ年平均経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 水質汚濁の原因及び対策 
（１）健康項目 

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の環境基準を超過した忍川及び高田川において

は、汚染機構が複雑であり、平成１８年度からの窒素負荷実態把握など、汚染機構

解明に努めている。源流部及び湧水の硝酸性窒素濃度が高く、また、当該地域が畜

産業と畑作農業が盛んな地域であることから、畜産農家への家畜排せつ物の適正管

理に係る指導や畑作農家への環境保全型農業技術の普及について、引き続き関係機

関と連携した対策を進めていく。 

   

（２）生活環境項目 

河川等の公共用水域の有機汚濁の原因が県民生活に起因する生活排水や生産活動

に伴う産業排水、降雨に伴い排出される農地や都市排水などによることから、今後

とも下水道の普及や合併処理浄化槽の普及促進を図るとともに、印旛沼においては

鹿島川流域を、手賀沼においては大津川流域を流出水対策地区として指定し、ＢＯ

ＤやＣＯＤの低減対策を推進していく。 

また、閉鎖性水域である印旛沼、手賀沼等の湖沼や東京湾については、富栄養化

の原因となっている窒素やりんの削減対策を盛り込んだ湖沼水質保全計画や東京湾

総量削減計画及び新たに策定する東京湾総量削減推進計画に基づく水質浄化対策を

推進していく。 
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第２ 地下水 

 １ 測定内容 

 （１）測定対象 

   ア 概況調査  

      地下水質の概況を把握するため､県内を２kmメッシュ（市川市、船橋市、松戸市

及び柏市の区域については、１kmメッシュ）ごとに１本の井戸を抽出し、概ね５

年で県内全域を調査することとし、２７２本について水質調査を年１回実施した。 

    イ 定期モニタリング調査   

     これまでに汚染が確認された地域の地下水汚染の状況を継続的に監視するため、

地域ごとに 1本の井戸を対象とし、全体で１５１本について水質調査を年１～２

回実施した。 

   ウ その他調査 

     要監視項目を対象に県下の地下水の概況を把握するため、概況調査を行った井

戸を含む４９本の井戸で水質調査を年１回実施した。 

 

  （２）測定項目 

    ア 概況調査 

     環境基準項目２６項目 

    イ 定期モニタリング調査    

砒素、四塩化炭素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の１６項目 

   ウ その他調査 

要監視項目８項目                     

（参考 表５のとおり） 

 

（３）測定機関 

      千葉県、国土交通省、及び水質汚濁防止法に基づく政令市（千葉市、市川市、 

船橋市、松戸市、柏市及び市原市） 

 

（４）測定期間 

   平成１８年４月から平成１９年３月まで 
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２ 測定結果 

（１）概況調査 

ア 地下水質の状況 

測定井戸２７２本のうち、１本の井戸で鉛、９本の井戸で砒素、１本の井戸で  

トリクロロエチレン、３１本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、１本の井戸で

ふっ素が地下水の水質環境基準を超過したが、残り２２９本の井戸ではすべての項

目について地下水の水質環境基準に適合していた。（参考 表６のとおり） 

イ 基準超過に伴う汚染源調査等 

・鉛については、後日再分析をした結果、不検出を確認している。 

・トリクロロエチレンについては、今後原因を調査していく。 

・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、畑地への施肥、家畜排せつ物、生活排

水など汚染源が多岐にわたっていることが考えられるため、関係機関と協議し、

負荷削減対策を進めていく。 

・砒素及びふっ素については、周辺にこれらを使用する事業場等はなく、自然界の

地層に存在するこれらの影響によるものと推定された。 

 

（２）定期モニタリング調査 

測定井戸１５１本のうち、１１６本の井戸で地下水の水質環境基準を超過してい

た。 

項目別には、鉛、六価クロム、砒素、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、     

１，１－ジクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸窒素並びにほう素であった。 

（参考 表７のとおり） 

なお、定期モニタリング調査地区については、汚染状況の継続監視、汚染機構解

明調査、汚染除去対策を引き続き実施することとしている。 

 

（３）その他調査 

要監視項目測定井戸４９本のうち、指針値を超過している井戸はなかった。 

（参考 表８のとおり） 
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（参考） 
表１ 測定項目 

 

健 康 項 目 

（ ２ ６ 項 目 ） 

 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水

銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン

、１，１－ジクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、

１，１，１－トリクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、１，３－ジクロロプロ

ペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレ

ン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素、ほう素 

 

生活環境項目等 

（ ５ ６ 項 目 ） 

 

ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数、全窒素、全りん、

n-ヘキサン抽出物質、全亜鉛、フェノール類、銅、鉄(溶解性)、マン

ガン(溶解性)、クロム、トリハロメタン生成能、アンモニア性窒素、

りん酸性りん、塩化物イオン、塩分、電気伝導率、ＴＯＣ、陰イオン

界面活性剤、ＣＯＤ（溶解性）、クロロフィルａ、プランクトン、 

ノニルフェノール、ＥＰＮ、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、

モリブデン、アンチモン、ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロ

プロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、 

フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル

、プロピザミド、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、

クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、クロロホルム、塩化ビニ

ルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、 

ウラン、フェノール、ホルムアルデヒド 
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表２ 水域の水質状況 

    
区分 

(ＢＯＤ年平均値） 

 

環 境 基 準 類 型 指 定 水 域 名 

               

 

未指定水域 

 3mg/ℓ  以下 
       

       
       

江戸川上流、江戸川中流、江戸川下流(１)、江戸川下流

（２）、利根川下流、亀成川、金山落、鹿島川、高崎川、

手繰川、師戸川、神崎川、根木名川、大須賀川、小野川、

黒部川上流、清水川、高田川、栗山川上流、栗山川下流、

高谷川、木戸川、作田川、真亀川、南白亀川、一宮川上

流、一宮川下流、夷隅川上流、夷隅川下流、二タ間川、

袋倉川、待崎川、加茂川、三原川、丸山川、瀬戸川、長

尾川、平久里川、増間川、湊川、染川、小糸川上流、小

糸川下流、小櫃川上流、小櫃川下流、御腹川、養老川上

流、養老川中流、養老川下流、村田川、都川、印旛放水

路（下流） 
              （５２水域） 

染井入落、 

派川根木名川、忍川、

川尻川、佐久間川、矢

那川 

  （６水 域 ）  

  

 

         

 3mg/ℓ ～ 
 5mg/ℓ 以下  

坂川、新坂川、大津川、大堀川、長門川、桑納川、黒部

川下流、新川上流、汐入川、葭川、海老川 

                 （１１水域) 

六間川、手賀川、横

利根川、与田浦川、

七間川 

  （５水域） 

 5mg/ℓ ～ 
 10mg/ℓ 以下 

利根運河、国分川、真間川、印旛放水路（上流）、

新川下流、 一宮川中流 

                （６水域) 

大柏川 

   （１水域） 

 10mg/ℓ 超過 春木川  

                （１水域) 

              
   （０水域） 

合 計 ７０水域 １２水域 

 

 ＊ 表中の下線部は、１８年度年平均値が、前５か年平均値と比較し悪化した水域を示す。  

前５か年平均値と比較し、悪化したのは３水域である。 

   なお、同一河川で複数の観測地点がある場合は、環境基準点により評価した。 
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表３ 印旛沼・手賀沼の水質概況 

ＣＯＤ                             （mg/ℓ ） 

ＣＯＤ（mg/ℓ ） 
湖沼名 環境基準点名 類型 基準値 区分 

18年度 17年度 ５か年平均
平均値 8.6 8.1 8.9 

印旛沼 上水道取水口下 Ａ 3 
75％値 10 9.6 10 

平均値 7.9 8.2 8.9 
手賀沼 手賀沼中央 Ｂ 5 

75％値 9.6 9.3 10 

  
   全窒素                              （mg/ℓ ） 

全窒素（mg/ℓ ） 
湖沼名 環境基準点名 類型 基準値 

18年度 17年度 ５か年平均
印旛沼 上水道取水口下 Ⅲ 0.4 3.0 2.9  2.7 

 

手賀沼 手賀沼中央 Ⅴ 1 2.9 2.8  2.9 

 

  
全りん                              （mg/ℓ ） 

全りん（mg/ℓ ） 
湖沼名 環境基準点名 類型 基準値 

18年度 17年度 ５か年平均
 

印旛沼 上水道取水口下 Ⅲ 0.03 0.12 0.11  0.12 

 

手賀沼  手賀沼中央 Ⅴ 0.1 0.15 0.17  0.19  

 

 表４ 第５期湖沼水質保全計画の達成状況について            （mg/ℓ ） 

18年度 
区分 項目 

17年度 

実 績 目標値 実 績 
環境基準

75％値 9.6 8.9 10 3 
COD 

年平均値 8.1 7.5 8.6 - 

全窒素 年平均値 2.9 2.7 3.0 0.4 
印旛沼 

全りん 年平均値 0.11 0.10  0.12  0.03 

75％値 9.3 8.5 9.6 5 
COD 

年平均値 8.2 7.5 7.9 - 

全窒素 年平均値 2.8 2.6 2.9 1 
手賀沼 

全りん 年平均値 0.17 0.15 0.15 0.1 
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  表５ 地下水の測定項目 
区分 測定項目 
（概況調査） 
環境基準項目の２６項目 

「表１ 測定項目」の「健康項目」欄２６項目に同じ。 

（定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査） 
鉛、六価ｸﾛﾑ等の１６項目 

鉛、六価クロム、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、 
１，２―ジクロロエタン、１，１―ジクロロエチレン、 
シス―１，２―ジクロロエチレン、１，１，１―トリクロロ
エタン、１，１，２―トリクロロエタン、トリクロロエチレ
ン、テトラクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、 
ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ほう素 

（その他調査） 
要監視項目のうち８項目 

ＥＰＮ、ニッケル、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピ
クロロヒドリン、１，４－ジオキサン、全マンガン、ウラン 

 

表６ 地下水の概況調査結果 

物 質 名 
実施本数 

（ 本 ） 

検出本数 

( 本 ) 

うち環境基準 

超過本数（本） 

超 過 率 

（ ％ ） 

検出状況 

（㎎/ç） 

環境基準 

（㎎/ç） 

カ ド ミ ウ ム  １１４    ０     ０     0 - 0.01   以下 

全 シ ア ン  １０４    ０     ０     0 - 検出されないこと 

鉛  ２７２   ３０     １ 0.4 0.001～0.021 0.01   以下 

六 価 ク ロ ム  ２７２    ０     ０     0 - 0.05   以下 

砒 素  ２７２  １２３     ９     3.3 0.001～0.043 0.01   以下 

総 水 銀 １０４    ０     ０     0 - 0.0005 以下 

ア ル キ ル 水 銀    １    ０     ０     0 - 検出されないこと 

P C B  １０４    ０     ０     0 - 検出されないこと 

ｼ ﾞ  ｸ  ﾛ  ﾛ  ﾒ  ﾀ  ﾝ  １１４    ０     ０     0 - 0.02   以下 

四 塩 化 炭 素  ２７２    ０     ０     0 - 0.002  以下 

1 , 2 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ  １１４    ０     ０     0 - 0.004  以下 

1 , 1 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  ２７２    ０     ０     0 - 0.02   以下 

ｼ ｽ - 1 , 2 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  ２７２    ０     ０     0 - 0.04   以下 

1 , 1 , 1 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ  ２７２    ０     ０     0 - 1      以下 

1 , 1 , 2 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ  １１４    ０     ０     0 - 0.006 以下 

ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  ２７２    １     １     0.4 0.039 0.03   以下 

ﾃ ﾄ ﾗ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  ２７２    ２     ０     0 0.0018～0.0077 0.01   以下 

1 , 3 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾌ ﾟ ﾛ ﾍ ﾟ ﾝ  １０４    ０     ０     0 - 0.002  以下 

チ ウ ラ ム  １０３    ０     ０     0 - 0.006  以下 

シ マ ジ ン  １０４    ０     ０     0 - 0.003  以下 

チ オ ベ ン カ ル ブ  １０４    ０     ０     0 - 0.02   以下 

ベ ン ゼ ン  ２７２    ０     ０     0 - 0.01   以下 

セ レ ン  １１４    ０     ０     0 - 0.01   以下 

硝 酸 性 窒 素 及 び 

亜 硝 酸 性 窒 素 
 ２７２  １８５    ３１ 11.4 0.1～54 10    以下 

ふ っ 素  ２７２   ４０     １     0.4 0.08～1.7 0.8   以下 

ほ う 素  ２７２   ２２     ０     0 0.1～0.7 1     以下 

合 計 （ 実 本 数 ）  ２７２  ２４０    ４３ 15.8 - - 
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表７ 地下水の定期モニタリング調査結果 

物 質 名 
実施本数 

（ 本 ） 

検出本数 

( 本 ) 

うち環境基準 

超過本数（本） 

超 過 率 

（ ％ ） 

検出状況 

（㎎/ç） 

環 境 基 準 

（㎎/ç） 

鉛    １ １     １ 100.0 0.061 0.01   以下 

六 価 ク ロ ム    ３ ２   １ 33.3 0.034～0.61 0.05   以下 

砒   素 ４９ ４８ ４３ 87.8 0.003～0.12 0.01   以下 

ｼ ﾞ  ｸ  ﾛ  ﾛ  ﾒ  ﾀ  ﾝ    ６   ０   ０  0 - 0.02   以下 

四 塩 化 炭 素 ７４  ７   １ 1.4 0.0002～0.31 0.002  以下 

1 , 2 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ    ６   １   １ 16.7 0.0055 0.004  以下 

1 , 1 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ７４ １０   ２ 2.7 0.002～0.76 0.02   以下 

ｼ ｽ ｰ 1 , 2 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ７６ ２２  ７ 9.2 0.004～5.3 0.04   以下 

1 , 1 , 1 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ ７４ １５   ０   0 0.0005～0.43 1      以下 

1 , 1 , 2 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ    ４   ０   ０   0 - 0.006  以下 

ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ７７ ４７ ２５ 32.5 0.002～0.98 0.03   以下 

ﾃ ﾄ ﾗ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ７８ ５４ ３３ 42.3 0.0006～12 0.01   以下 

1 , 3 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾌ ﾟ ﾛ ﾍ ﾟ ﾝ ３   ０   ０   0 - 0.002  以下 

ベ ン ゼ ン ３   ０   ０   0 - 0.01   以下 

硝 酸 性 窒 素 及 び 

亜 硝 酸 性 窒 素 
２０ １９ １７ 85.0 7.2～39 10     以下 

ほ    う    素 １  １   １ 100.0 5.5 1      以下 

合 計 （ 実 本 数 ）  １５１ １４５ １１６  76.8 - - 

 
 
表８ 地下水のその他調査結果 

物 質 名 
実施本数 

（ 本 ） 

検出本数 

( 本 ) 

う ち 指 針 値 

超過本数（本） 

超 過 率 

（ ％ ） 

検出状況 

（㎎/ç） 

指針値＊ 

（㎎/ç） 

Ｅ Ｐ Ｎ   ４９    ０     ０ 0 - 0.006  以下 

ニ ッ ケ ル   ４６   １２     ０ 0 0.001～0.005 ― 

ア ン チ モ ン   ４８    ２     ０ 0 0.0008～0.0009 0.02   以下 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー   １４    ０     ０ 0 - 0.002  以下 

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン   １４    ０     ０ 0 - 0.0004 以下 

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン  １４    ０     ０ 0 - 0.05   以下 

全 マ ン ガ ン   １４    ２     ０ 0 0.04 0.2    以下 

ウ ラ ン   １４    ２     ０ 0 0.0002～0.0008 0.002  以下 

合 計 （ 実 本 数 ）   ４９   １６     ０ 0 ―  

＊ この指針値は、平成 16 年 3 月 31 日付け環水企発第 040331003 号・環水土発第 04331005 号の
環境省環境管理局水環境部長通知（「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行
等について」）により示されている値である。 

 




